
６  番  通告５番、６番議員伊藤奈穗子です。 

         通告に従い、１、生活支援施策の充実について。２、広報広聴活動に

ついてを質問いたします。 

         まず、大きな項目の一つ目といたしまして、生活支援施策の充実につ

いて質問いたします。内閣府の資料によると、我が国の高齢化率は過去

最高の26％に達しましたとあり、高齢者人口は増加傾向にあります。ま

た、平成27年度に行われた、国勢調査によると、65歳以上人口の６人に

１人が高齢単身世帯であるとの発表がありました。本町においても、高

齢者人口の増加に伴い、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯は増

加傾向にあり、住みなれた地域や自宅で生活するために、介護予防を始

め、さまざまな生活支援策が必要であると考えます。 

         そこで、高齢者の生活を補完するという視点から２点お伺いいたしま

す。 

         一つ目といたしまして、ごみ出しが困難な高齢者等への生活支援の一

つとして、個別にごみを収集することについての考えをお伺いいたしま

す。 

         次に２つ目といたしまして、巡回福祉バスについてお伺いいたします。

巡回福祉バスは町のバスを有効利用するというところから、高齢者や障

害者などの交通手段を持たない方々への外出を支援するために、平成18

年から始まった事業であると認識しております。現在、事業開始から10

年が経ち、第６期高齢者福祉計画、介護保険事業計画には、実績により

コースや本数を検討とあります。 

         そこで、これまでの実績と今後の取り組みについてお伺いいたします。 

         次に、大きな２項目目といたしまして、町民と町が互いに情報を共有

し、理解を深めていくための情報発信と広聴活動について質問いたしま

す。町の情報を発信する方法の一つとして、広報大井やホームページが

あります。特にインターネット環境の急速な発展と普及により、いつど

こにいても携帯電話さえあれば、誰もが簡単に情報を受け取れる時代に

なりました。今やホームページは町の顔とも言える大事な役割を担って

おります。近隣の市町でもホームページをリニューアルし、それぞれが

新たな町のイメージを発信しています。本町においては、平成20年に全

面リニューアルをしてから８年が経過しており、その間に新規のページ

をふやすなど工夫をされてきていることは認識しております。しかし、

必要な情報を入手できないなどの声を聞くことが多々あります。 

         そこで一つ目といたしまして、広報活動の一つである町ホームページ

をさらに充実するための取り組みについてお伺いいたします。 



         ２つ目に広聴活動として、町では私の提案・意見制度が設けられてお

ります。寄せられた意見や提案にどのように対応されているのかお伺い

いたします。 

         以上で、登壇しての質問といたします。 

町     長  通告５番、伊藤奈穗子の生活支援施策の充実についてというようなこ

とで細かく２点、そして広報広聴活動についてというようなことで細か

く２点、計４点を頂戴しておるわけでございます。 

         それでは、一つ目の「生活支援施策の充実について」お答えするわけ

でございますが、日本はこれまで経験したことのない超高齢化社会を迎

えており、団塊の世代が75歳以上となります平成37年に向け、高齢者の

みの世帯や認知症高齢者の増加が予想されております。こうしたいわゆ

る「2025年問題」に向け、高齢者が住みなれた地域で自分らしい暮らし

を最期まで送ることができるよう、医療・介護・予防・生活支援、それ

ぞれのサービスが切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの構築が

重要な政策課題となってるわけでございまして、そのような地域づくり

を実現する手段といたしまして、平成27年４月に介護保険法の改正によ

り、「介護予防・日常生活支援総合事業」が実施されることとなり、これ

まで全国一律であった要支援認定者への介護サービスの一部が市町村の

事業に移行し、地域の実情に合わせたサービスの提供が可能となったと

ころでございます。ごみ出し、掃除などの家事援助等の生活支援サービ

スに関しましては、元気な高齢者を含めたボランティアや社会福祉法人、

民間企業等、さまざまな担い手が期待でき、単なるサービスの提供にと

どまらず、高齢者の社会参加や生きがい、多様な方々の参画による支え

あう地域づくりの効果も期待できるところでございます。 

         それを踏まえた上で、町では地域の不足するサービスの把握から実際

の活動に結びつける生活支援コーディネーターと、サービス実施主体間

の情報交換や連携強化を目的とした協議体を平成29年４月に設置し、高

齢者の生活支援について検討していく予定となっております。 

         今後は協議体を中心に、まず地域の既存サービスの状況や支援の必要

な方のニーズを把握し、町の実情に合った具体的な生活支援サービスの

創出に向け、地域や関係機関と協議するとともに、町民一人一人が近隣

への関心を高め、地域に積極的にかかわっていくという認識の醸成を図

ってまいりたいと考えております。 

         それでは、小さな項目２点についてでございますが、ごみ出し困難な

高齢者への生活支援の一つとして個別にごみを収集するのはどうかとい

うようなことでございます。町では、「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」



に基づき、家庭から出される（勇定枝・粗大ごみを除く）一般廃棄物に

ついては、決められたごみ集積場所に出していただく「ステーション方

式」を採用しております。また、収集運搬については、一般廃棄物処理

業の許可を受けた委託会社が行っておるところでございます。 

         議員御質問の、ごみ出しが困難な高齢者への個別収集につきましては、

高齢者等の負担軽減を図ることができる方策の一つと認識をしておるも

のでございます。しかしながら、収集作業の増に伴う経費の増加や個人

情報に関する問題、道路事情により収集車が通行しづらい地域への対応

など、慎重に検討しなければならない課題が多く、現段では、戸別収集

方式を採用でき得ない状況にあることをまずもって御理解を賜りたくお

願いするところでございます。 

         このような状況から、現在、家庭ごみを指定されたステーションに運

び出すことが困難な高齢者等につきましては、ホームヘルパーによる家

事援助や御近所での助け合いがなされ、ごみ出しができているのではな

いかというように考えております。しかしながら、高齢化が進んでいく

中で、このような需要は多くなるものと考えており、今後につきまして

も 、前段で御説明させていただきました生活支援体制の整備も踏まえ、

環境・福祉両部門と協力して、合理的な方法について検討していきたい

というような考えでございます。 

         ２点目の、巡回福祉バスについてでございますが、町の介護予防事業

の送迎等のない日を利用しまして、高齢者や交通手段を持たない町民の

足を確保できないかということから、平成18年４月に試行的に運行を開

始し、翌19年４月に正式に事業をスタートさせたものでございます。開

始当初は、月曜日と水曜日は１日３便、金曜日は２便の運行をしており

ましたが、その後、町事業の開催日変更等を受けまして、運行ルート、

運行本数などの見直しに着手いたし、現行の運行体制となったのは、平

成22年４月であります。現在は、週３日にわたり、「里山コース」が１日

４便、「せせらぎコース」が１日に２便、あわせて６便が医療機関などを

つなぐ形で運行しており、うち４便は利用者の利便性を考慮して松田町

の一部まで運行の足を伸ばしております。以来、現在に至るまで５年半

ほど大きな変更をせずに実施してまいったところであります。 

         利用実績といたしましては、平成27年度においては、年間143日の運行

日数に対し、利用者数は5,489人、１日当たりは約38人となっており、こ

れは対前年度比で全体の利用者数は629人の減で、１日当たりに換算する

と、4.4人の減少となります。利用者数のピークは、平成26年であり、こ

のときは年間143日の運行日数に対し、6,118人の方に御利用いただいて



おり、１日当たりの利用人数は約42人となっております。利用者数は、

平成27年度に減少に転ずるものの、平成26年度までは「里山コース」「せ

せらぎコース」とも順調に伸びを続けており、利用度の高い地域の充実、

町外の施設の利用について一定の成果は上がっているものと考えており

ます。 

         一方で「里山コース」においては、常に１日当たりの利用者数は30人

を超えるのに対して、「せせらぎコース」にあっては、１日当たりの利用

者数が６人を超えた年度は、現在のところなく、利用が少ないというこ

とが実態でございます。 

         今後の事業展開を考えるにあたって、空いているバスの有効活用とい

う枞組みの中で、運行日数をふやしたり、運行ルートを大幅に変更した

りすることが極めて困難でありますが、堅調な需要があり、引き続き一

定数の利用が見込める「里山コース」については、現行の運行体制を維

持しつつ、「せせらぎコース」にあっては、ルートの再検討を含めた必要

な見直しに向けて研究を続けてまいりたいというような考えでございま

す。 

         そして大きな２点目の広報広聴についてでございますが、御案内のと

おり、「おおいきらめきプラン」において「協働のまちづくり」を掲げ、

議員の御質問にもあるとおり「町民と町が互いに情報を共有し、理解を

深めていくための情報発信と広聴活動に必要なツールの一つとして、町

の情報を得るために住民はもとより、それ以外の方々にとっても、現在

において、本町のホームページは重要かつ当たり前のものとなっておる

ところでございます。 

         私たちのふだんの生活においても、他自治体に限らず、外出先の情報、

会社や店舗の情報を即座に得たいときなど、インターネットの環境を持

つ方なら誰でも必要とする情報先のホームページに容易にアクセスし、

情報を取得・活用することが当たり前になっており、情報を発信する側

も利用者の利便性等を図るため改良を重ね、ホームページは日々進化し

ております。 

         さて、本町のホームページについて、でございますが、平成20年度の

改修から８年が経過しております。その間、インターネット環境は大幅

に進展し、スマートフォンなどのタブレット端末も普及しておりますが、

そのような環境の変化に、現在の町ホームページは対応し切れていない

部分があるのではないかというようなことを感じ、受け取っております。 

         そのため、現在のインターネット環境に対応し、情報発信のさらなる

強化・広報機能の充実を図るために、来年度に向けてホームページの全



面改修を検討しているところであります。ホームページについては、８

月の中学生議会において、中学生議員からも、より活用しやすく、見た

いと思うホームページにしてほしいという要望もいただいております。 

         現在の社会環境に対応した改修をし、大井町自治基本条例に定められ

ている情報共有及び情報公開の原則に基づき、町民にわかりやすい情報

を提供し、誰もが見やすい、使いやすい、魅力あるホームページにする

ことで、より戦略的に協働の施策や町のＰＲを推進するためのツールと

していきたいと、そんな考えでございます。 

         ２点目の「わたしの提案・意見」でございますが、ホームページとな

らび協働を進める上で重要なツールであり、本町の広聴には欠かせない

ものであります。「わたしの提案・意見」については、町ホームページの

トップページからも投稿でき、また、役場庁舎、そうわ会館に設置して

あるボックス、役場正面玄関にある夜間ボックスへの投函等で受付でき

るようにしております。 

         ただ今、提案・意見には匿名、誹誇中傷などを除き、担当課からおお

むね１週間を目安にメールにていただいたものはメールで、投函や郵送

でいただいたものは郵送で回答しております。また、この制度に限らず、

直接各課宛てにメールや手紙で提案や意見をいただいているケースもご

ざいます。この場合も同様の対応をしておるものでございます。提案・

意見などの回答については、役場内において各課で情報を共有し、所管

課及び関係各課において、町民の皆様からの意見として、今後展開して

いく施策の参考にしていくとともに、多くの町民にかかわることなどは

ホームページでも公表しております。 

         以上、答弁とさせていただきます。 

   ６  番  御答弁をいただきましたので、再質問させていただきます。 

         まず最初に１番目の高齢者施策の充実というところなんですけれど、

この大井町において、今の町長の御答弁から総合事業が始まり、そちら

のほうでの検討、ニーズの把握などをしていくというところはよくわか

りました。 

         平成29年の４月に協議体を設置するというところで、そこからのニー

ズ把握になろうかなというふうにも思うんですけれど、そのニーズ把握

をした上で、このごみの戸別収集が必要だということなのであれば検討

していただきたいというふうには思うんですけれど、今現在、ごみ出し

に困っている御高齢者の方がいらっしゃって、私はそういうお声をいた

だいておりますので、ここでお伝えしたいなというふうに思って質問さ

せていただきます。 



         そのお声によりますと、ひとり暮らしの高齢者が増加している中で、

ごみのステーション、ごみ置き場というのが、これは決まっているんで

すよね。この組があって決まっている。その決まっているごみ置き場が

例えば向こう側の道路にあって、すごく遠いと、足が悪かったり、何と

なくゆっくり歩かなければいけないような御高齢のおひとり暮らしの

方々というのは、道路の向こう側ですから、車が頻繁に通って危ないと、

でもなかなかごみ出しに行けないという現状がある。さらにひとり暮ら

しであるために、答弁の中にもございましたが、近所の方やヘルパーさ

んに手伝ってもらうという方もおられるかもしれません。ですけれども、

とっても心苦しく、本当にそういう方、それぐらいの年代の方というの

は本当に自分で何とかしたい。自立していきたい。という気持ちがすご

くたくさんおありの方で、何回かは手伝っていただいたとしても、毎回

毎回、ごみっていうのは本当に日常生活必ず出てくるものですね、多か

れ少なかれ。なので毎回毎回ということになると心苦しいというお声を

すごく聞くんです。ですので、これは先ほども答弁にありましたのでち

ょっと重なってしまうかもしれませんが、まずホームヘルパーさんとい

うのはヘルパーの資格を持っておりますので、お風呂を入れたりとか、

そういう専門的な仕事をぜひしていただきたいと私は考えております。 

         ですので、まずは町民のお一人お一人ができるところから始めるとい

う意味で、有償ボランティアというのも一つの方法ではないかなという

ふうに私は考えました。有償というのは少なくてもいいので、代償を払

うというところで、持ちつ持たれつお互いに気持ちよく、町民の方もで

きるのかなというふうに思いますが、このニーズ把握をするというのも

今伺った上で、この有償ボランティア制度というところに関してのお考

えをお伺いいたします。 

介護福祉課長  まずはヘルパーさんの話ですけど、基本的にはヘルパーさんは身体介

助を行うものと、当然ごみ出し等の生活支援を行う方とありますので、

その辺はそういうこともあるということで御理解をまずいただきたいと

思います。 

         有償ボランティアのお話ですけれども、基本的には、先ほど答弁にあ

りましたように、今後のあり方についての検討ということになると思い

ますけども、有償ボランティアを行っていただくのは地域の方であった

り、そういう高齢者の方であったり、そういう担い手がまず必要になっ

てくるということでございますので、そういったことも踏まえて、そう

いう地域の方等が御協力いただけるような体制づくりというものは確立

していかないといけないのかなと思いますので、そういったことを検討



する上で、有償ボランティアという考え方についても検討の中に入れて

いきたいと考えております。 

         以上です。 

   ６  番  そうですね。今後検討というところでぜひともいい方向で検討してい

ただければなと思うんですけれど、ここで民間の、今の時代、行政だけ

で全て行うということではなく、民間の力をかりる、また町民の力をか

りる。そういう形でもいいのではないかなというふうにも思いますので、

その人材を育成する、発掘するという意味では、社会福祉協議会とか、

ＮＰＯ法人さんとかっていうところも視野に入れた上で、今後お考えに

なったほうがいいのかなというふうにも思うのですが、いかがでしょう

か。 

介護福祉課長  なかなか大井町、ＮＰＯ法人という形のものが立ち上がってこない状

況がありますので、今のところそのＮＰＯ的なものについては、なかな

か考えづらいのかなと思いますけども、今後、町民の方々がそういう生

活支援の形の中でぜひそういうＮＰＯを立ち上げたいというようなお話

があれば、その辺は全面的に協力した中でやっていきたいなと思います。 

         社会福祉協議会さんの中でもあいあいサービスという形の中のサービ

スがございまして、これについては30分程度で終わるような仕事で、基

本的には定期的なものでないものというような条件がついてます。現在

のところ買い物の支援などでは月に３回程度であれば支援を受けられま

すよということでございますけど、聞き取ったところ、ごみ出しの御依

頼というのは今のところないというようなお話は伺っております。ただ、

今社協さんのほうでも、ことし県社協の委託を受けまして、地域診断共

同事業ということを今やっておりまして、そういった中で、あいあいサ

ービスに関することもアンケート調査を行っていると伺っています。そ

ういった中で、そういう結果を踏まえた中で、そういうサービスの実施

方法などについても、また検討していくというふうに聞き及んでおりま

すので、まず人為的にはこういったサービスを拡充していくようなこと

も、社協さんのほうには要請していきたいというふうに考えております。 

         以上です。 

   ６  番  実は私もその社協でのあいあいサービスというのは存じ上げておりま

した。ですけれども実績が買い物支援というところになっているので、

なかなか利用実績がないというのを聞いておりました。ですので、もう

ちょっと使い勝手がいいような制度、支援施策になればいいなというふ

うに思っておりましたので、ぜひとも課長のほうからもアドバイスなり

何なりできればいいのかなというふうにも思います。 



         では次の質問に移らせていただきます。次の巡回福祉バスの件でお伺

いしたいと思います。 

         この巡回福祉バスについてなんですけれど、実は私も今回、平成26年

度と27年度は最近事業評価表がホームページにアップされておりました

ので、それを見させていただきました。先ほどの御答弁の中にもござい

ましたが、平成26年度は6,118人の御利用があったと。平成27年度は年間

を通じて5,489人。１日当たり、4.4人の減だという御答弁がございまし

た。この減った原因というのはどのように分析されておられるのか、お

伺いします。 

介護福祉課長  基本的にそれぞれの御理由があるので、詳細な原因というのは不明な

ところというのは事実でございますけれども、要は常連というか常に御

利用された方が１名でもおられれば、年間140、27年度の場合は143日の

運行ですので、延べ数としては143人が減という状況がありますので、そ

ういった方が何かしらの理由で利用できなくなった、もしくは利用しな

くなったという方が、この27年度につきましては数名出られたのかなと

いうふうには考えています。 

         以上です。 

   ６  番  先ほども御答弁にもありましたように、里山コースというのは毎日１

人以上のられるという実績があるようです。私も１周させていただきま

したが、本当にこのバスがあって本当に助かるんだよって、うれしいん

だよって、病院にも行けるし、買い物もできるというお声を聞かせてい

ただきました。ですのですごくこのバスに関しては、コースが変更にな

ってから６年経つと思うんですけど、定着しているなという実感はござ

います。しかしながら、今回が減ったのでこれから減っていくかという

のはちょっとまだ今後の見通しの中では、今年度、来年度はわからない

んですけれども、このように少しずつ、乗ればすごくいい、すばらしい

バスだっていうことがわかってくださるんですけど、ではどれだけの人

がこの福祉バスに乗れるのか。無料で乗れるのかっていうのを知ってお

られるかというと、相和の方々は結構情報が知られているんですけど、

それこそ下の金子地域の方々は、この福祉バスに乗れるということすら

御存じのない方がいられるんですね。ですので、もちろん里山コースだ

けでなく、平地も走っているわけですから、この辺の町民の方々への周

知というのはどのようにされているのか、また今後どのように皆さんに

お伝えしていく考えがあるのかお伺いいたします。 

介護福祉課長   住民への周知ということでございますけれども、基本的にはホームペ

ージの中で時刻表であるとか、乗れるおおむねの位置的なものについては、



常時お知らせをさせていただいているところでございます。大々的に要は

町の22年に全面的な見直しをさせていただいた後に、要はコースと時刻表

をまとめたものを、平成23年の10月号の広報で一度ページ数を使って広報

させてもらってますけども、それ以来同じような形の中での広報というの

はしていないというのは事実でございます。当然26年度までは順調に利用

者が伸びておりましたけども、27年度、一時的かどうかよくわかりません

けども、こういった周知をしたものが大分前の話ということもございます

ので、ホームページのみならず、またこういう広報における周知というこ

ともしていかなきゃいけないのかなというには考えています。 

         以上です。 

   ６  番  もしできるのであれば、広報に入れるのももちろん定期的にできれば

入れていただきたいなというふうに思いますし、回覧とかで回すってい

うことがもしできるのであれば、これはあれですけど、コピーできるよ

う１世帯１枚とかっていきわたるような形でできるのであれば、そのよ

うな対応もお考えになればいいのかなというふうにも思います。これは

周知していただくという御答弁をいただきましたので、ぜひとも今後や

っていただきたいと思います。 

         もう一つ、このような声がございました。巡回バスがあって本当に助

かるというお声も先ほども申し上げたのですが、それは平日だけなんで

すね、もちろん巡回バスを走らせるのは平日だけなんですけど、土曜日

や日曜日に用事もある方もいられると、用事がある方は、土曜日や日曜

日は路線バスも走っていないという、そういう現状があるというお声を

いただきました。例えば役場の庁舎の前でお祭りがある、イベントがあ

るといったときには下がってこられないんだよという声も聞いているん

ですね。この土曜か日曜っていうところなんですけど、この本数をふや

すということに関してのお考えをお伺いしたいと思います。 

介護福祉課長   確かに土・日の運行については今やっていないという状況でございま

す。この事業自体を管理しているのは、介護福祉課になりますので、土・

日ですね、要は介護福祉課の職員も勤務をしていない状況があります。そ

ういった状況の中で、運転手については委託ということでございますけど

も、運行しているときに管理している課の職員がいないという状況は好ま

しくないというふうに思いますので、今のところはちょっと土・日の運行

については考えていないというところでございます。 

   ６  番  ちょっとこれは、また後でほかのことで申し上げたいなというふうに

思っております。 



         次に、この福祉バスですね、先日バスにのったときに、18年から始ま

っておりますので、10年たっていますよね。バスというのはかなり老朽

化をしているなというふうにも思います。このバスを新しくするという、

安全性の意味からもですね、考えがあるかをお伺いしたいと思います。 

介護福祉課長   もともと巡回福祉バスの事業が始まる前から、介護予防事業等の中で

使わせていただいていたという経緯がございます。そういった中で、ずっ

と同じものを、要はレンタルしているという状況の中で、ずっと同じもの

をレンタルしていますので、年数的には大分たっているのかなというふう

には思っております。ただ特に運行に大きな支障があるとか、そういった

現状は今見受けられませんので、当然賃借料についても減価償却された中

で、安価な金額でレンタルできている、賃借できているという現状もござ

いますので、そういったことも考慮した中で、ある程度の時期になれば当

然レンタルするほうが車両としての危険性を感じるのであれば、新しいも

のにかえていくということであるとは思いますので、ちょっとそういうと

ころを注視しながら検討していきたいと思います。 

         以上です。 

町     長  昨今、高齢者による車での事故が非常にクローズアップされていると

いうような状況にあるわけでございまして、いろいろ高齢者の方が免許

を返したらバスのあれくれるのか、なんて言われる方もありますけど、

バス路線が脆弱であるというようなことが大井町の課題であるわけでご

ざいまして。それから、今、篠窪の子どもさん、それから赤田の子ども

さんをハイエースでお迎えに行って、それで対応していると。中学生も

バスにのせかえるというような対応をさせていただいております。この

辺もあわせて相対的に見合わせて、10人ぐらいの車を、今の車じゃなく

て、２台ぐらいにしてできるものなのか。それと無償で運行しているの

はおかしいんじゃなかろうかというような町民の皆さんからの御意見も

ありますもんで、そういう車両をタクシー会社か何かに運行してもらっ

て、ある程度の料金を取らせてもらってやったほうがいいか。まあここ

は検討の余地にきているんじゃなかろうかなと思うんですね、相対的に。

確かに里山の実績率はこれだけありますから、やっててもいいでしょう

けど、今後利便性のいいものにしようというようなお声もあります。相

対的に議論をしていかなければならない時期にきているんじゃなかろう

かなというようなことの中で、この福祉目的じゃなくして、教育関係の

児童の送迎も含めた中で、どんな対応ができるか。相対的に考えるとい

うようなことが、喫緊の課題として検討しなければならないんじゃない

かなと、そんな思いでございますもんで。今とりあえずはこういう形で



やらせていただきますけど、内部で議論をさせていただきたいと思いま

す。 

   ６  番  まさに町長今おっしゃったように、相和地域の子どもたちが通学に使

っているタクシーや、今はこうやって里山の方たちも、日によって人数

が減ってきている。さらに平地の金子地域の方たちも乗りたいと、足が

不自由になって買い物にも行けないだよという声もよく聞くんですね。

ですので全てを網羅できるような形での検討会というのを立ち上げたほ

うがいいのかなというふうに、正直私も思っております。その検討会を

設けるに当たっては一つ先ほどもちょっとありましたけど、広域という

形もあるかなというふうにも感じておりますので、その今すぐでなくて

もいいですけど、高齢化というのはひしひしと身に迫ってきております

ので、広域連携みたいな形になるのであれば、大井町は優秀な方が本当

にそろっておりますので、リーダーシップをとるつもりで検討会を立ち

上げていただいて、いい形でこの福祉バスになるのか、それとも本当に

コミュニティバスというものになるのか、初めは福祉バスだったかもし

れないですけど、全てを網羅できるのであれば、有効利用、有効活用で

きるのではないかなというふうにも思いますので、その検討会というの

をぜひ立ち上げていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

町     長  まず、今の里山コースを走っているバスが、松田町の神山地区あたり

までのせてもらえないかという声がありますので、この辺のところは検

討したらどうかというようなことでございます。どっちにしても費用は、

結構な費用がかかるんじゃなかろうかと思います。トータル的に町民の

足をどうしていくかというようなことは、特に弱者をどうするかという

ようなことで。しかし、意外に、声を聞くといっても、じゃあその人が

乗ってくれるのかというと、実際には乗らなかったりするというのがい

ろんな例にありますもので、本当に町民の皆さん方が乗ってくだされば、

私は町が費用を捻出してもやっていく必要があるんじゃなかろうかと。 

         ですから、相和のところ、里山コースを走らせるのは、乗らなかった

ら、空気を運ぶことだったらやめますからっていうようなことで、許し

てくださいというようなお願いをした節もあるわけですが、ぜひその辺

のところは町民の皆さん方と議論をしていかなければならない課題じゃ

なかろうかと考えています。 

   ６  番  そこで一つ先進事例というか、事例を御紹介させていただきたいと思

います。これは三重県の玉城町というところなんですけど、東京大学の

大学院が開発したシステムを採用して、オンデマンドバスを運行してお

ります。御存じであろうかなというふうにも思うんですけど、このオン



デマンドバスは確かにコストはかかるかもしれませんが、この近くの友

達から遠くの友達とどこかへ行くという、どこかで目的地で合流すると

いう形というのが定着し始めていて、御高齢の方々が外に出る意欲、生

きがいみたいな形ですかね。というものを取得されていると。さらに、

元気に出かけていくことによって、後期高齢者医療費も県下で一番下だ

ったという結果が出ていると、そういうデータもあるということですの

で、検討課題の中に一つそのオンデマンドバスというのも入れてみては

いかがかなというふうにも思います。ちょっと今時間がないので次に進

みたいと思います。申しわけありません。 

         次に、ホームページのことについてお伺いしたいと思います。先ほど、

町長の御答弁で来年度全面改修で進めているという状況であるという前

向きな御答弁をいただきました。ここで何点かお伺いしたいと思うんで

すけど、これから今後改修をしていくに当たって、高齢者や障害者の配

慮として、視力の弱い方や、色の識別が苦手な方、文字を読むのが苦手

な方がホームページを読みやすくするための支援というのを行っている

自治体もあるというふうに伺っております。このホームページのアクセ

シビリティについてはどのようにお考えかお伺いいたします。 

町 民 課 長  先ほど町長の答弁で、来年度に向けてホームページのほうの改修を考

えているというふうにお答えさせていただきましたが、来年度は大きく

改修していきたいという点が３項目ございまして、一つ目が、今議員が

おっしゃられたようなウェブアクセシビリティというのが、ウェブサイ

トにそういう基準がありまして、それにつきましては主に、高齢者や障

害者など体に障害や不自由のある方に配慮したホームページの構成とい

うことで、アクセスした誰もが容易に情報を共有できる状態であるとい

うような基準であります。それにつきまして、現在の大井町のホームペ

ージの中では、基準でＡ、ＡＡ、ＡＡＡというのがあるんですが、まず

はおおむね等級のＡというもの準拠しておりまして、一部ＡＡを達成し

ているものもございますけども、現在のホームページではそういうよう

な状況になっておりますので、今後はＡＡのほうを取得できるような形

で配慮していきたいと思っております。 

         ２つ目の改正点としましては、レスポンシブウェブデザインというも

ので、これはパソコンで見る方や、スマートフオンで見る方などが、各

種端末の画面の大きさによって、標準が異なって見やすく自動的にして

いただけいるということで、パソコンで見る方は画面が大きいので一遍

に見れますけども、スマートフォンやタブレットでみられる方というの

は画面が小さいもので、一遍に見れるような形にしてしまいますと、字



が小さくなってしまって、それを広げて大きく拡大すればいいんですけ

ど、目で追うのも難しいという部分がありまして、それを横の表示から、

例えば縦の表示ですとか、自動的に見やすくするというようなものも昨

今ではありますので、そういうものも今後入れていきたいというふうに

思っております。 

         それとあと３つ目は、障害者ですとか体が不自由な人に配慮というこ

とではないのかもしれないんですけど、情報発信のほうを迅速に行いた

いということで、現在の町のホームページですと、町民課の広報担当の

ほうが更新作業のほうをやっておるんですけど、それを各課の担当のほ

うから操作ができるようにすることによって、情報の発信のスピードの

ほうの向上と、情報発信の強化のほうにつなげていきたいと思っており

ます。 

         以上です。 

   ６  番  ただ今次の質問をしたいと思っていたことをおっしゃっていただいた

ので、各課でのコンテンツの掲載という、記事の掲載というところを来

年度改修とともに行っていくということでよろしいですね。 

         もう一つ、これはトップページの、ホームページをリニューアル、改

修するのであればひとつぜひとも大井町の顔といえるようなホームペー

ジのトップページになりますので、町のＰＲをするために動画を入れて

みてはいかがかなというふうに思います。そのときにぜひとも町民の方

に出演者になっていただいて、一人一人がこの大井町が大好きなんだよ。

この大井町に皆さん来てくださいというような、そういう暖かいという

か、そういう動画をぜひトップページに入れるべきではないかなという

ふうに思いますが、いかがでしょうか。 

町 民 課 長  先ほど町長のほうの答弁でお答えさせていただいた部分もありますけ

ども、ホームページとかを使いまして、協働の取り組みといいますか、

町民とともにということで、大井町を売り込む情報発信の一つのツール

として行っていきたいと思っておりますので、そういうものも検討して

まいりたいと思います。 

         以上です。 

   ６  番  新しくホームページがリニューアルするというのは、すごく皆さんも

期待しているところでありますし、楽しみにしていますので、ぜひとも

すばらしいホームページになることを期待したいと思います。 

         最後に、公聴活動というところの質問をさせていただきます。先ほど

答弁の中に回答をしていますよと。匿名以外のものには回答しています

という御答弁でありました。しかしながら、内容によっては、思いに切



羽詰まって、勇気を出して、わたしの提案・意見箱に意見を書いてくだ

さる方もいられると思うんですね。これは無記名であったり、匿名であ

ったりという場合があろうかと思いますけれども、そんな小さな声であ

っても、もしかしたらそれが後ろに隠れている重大な問題であったり、

重要な案件と判断されるような場合もあるのではないかなというふうに

私は推測するわけです。そのような場合でも、例えば返事がもらえない

のか、そのような場合はどういう対応をとっているのか。または、そう

いうものに関してもしっかりとフィードバックできるようなそういう体

制が整っているのかどうかをお伺いいたします。 

町 民 課 長  匿名での「わたしの提案・意見」ということになりますと、その方に

どうやって返信していいかというものが匿名でできないというような状

況ですので、本人に対しては、その回答というのができ得ないような状

況にはなります。ただし、いろいろと提案ですとか、意見とかがあった

ものにつきましては、関係各課のほうに情報共有で周知させていただい

て、今後の取り組みのほうの検討材料の一つにできるかと思いますので、

そのような形で中での共有はさせていただいておりますが、相手に返信

することが不可能な状況ですので、そこの部分につきましては対応でき

得てないという状況です。 

   ６  番  他市町のそういう「わたしの提案・意見」っていうコーナーがありま

して、この返信の仕方が、こういう形で返信はしますけれども、もし何

かありましたら御連絡くださいという一言を添えて、ホームページ上に

ですけれども、フィードバックされているようなところもございました

ので、そのようなふうに対応できないかどうか、できるのかというとこ

ろを今お伺いしたいと思います。 

町 民 課 長  それはあれですかね、名前と連絡先を言っていただいて匿名希望みた

いな形でしょうか。それともそのまま全く完全に匿名ということできた

ものの対応でしょうか。 

   ６  番  ホームページ上に載っていますので、そこまでちょっと私も読み取れ

なかったんですけど、ぜひともこれ、そういう決まりというか仕組みを

検討していただきたいなというふうにも思います。 

         以上です。 

議     長  以上で、６番議員伊藤奈穗子君の一般質問を終わります。 

 


